
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27年「高年齢者の雇用状況」集計結果 

 

群馬労働局（局長 内田 昭宏）では、平成 27 年 6 月 1 日現在の「高年齢者の雇用状

況」の集計結果を公表します。 

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」（以下「法」という。）では、65歳までの安

定した雇用の確保を図るため、企業に「定年制の廃止」、「定年の引上げ」、「継続雇用制度

の導入」のいずれかの措置（高年齢者雇用確保措置）を講じるよう義務付け、毎年 6月 1

日現在の高年齢者の雇用状況の報告を求めています。 

今回の集計結果は、群馬県内の従業員 31人以上の企業 2,424社の状況をまとめたもので

す。 
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１ 高年齢者雇用確保措置（注１）の実施状況 

～高年齢者雇用確保措置実施企業は大企業では100％～ 

○ 平成27年6月1日現在、高年齢者雇用確保措置の実施企業の割合は98.3％（対前年差1.1ポイント増加） 

企業規模別でみると、 

中小企業（注２）は98.2％（同1.2ポイント増加） 

大企業（注３）は100％（同1.1ポイント増加） 

 

 

２ 希望者全員が65歳以上まで働ける企業（注４）の状況 
～４社に３社以上は６５歳まで希望者全員雇用～  
○ 希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合は77.6％（同2.5ポイント増加） 

企業規模別でみると、 

中小企業（注２）は79.1％（同2.6ポイント増加） 

大企業（注３）は58.8％（同0.2ポイント増加） 

 

 

３ 70歳まで働ける企業（注５）の状況 
 ～微増にとどまる～ 

○ 「70歳まで働ける企業」の割合は18.5％（同1.2ポイント増加） 

企業規模別でみると、 

中小企業（注２）は19.1％（同1.1ポイント増加） 

大企業（注３）は10.4％（同0.6ポイント増加） 
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（注１） 事業主は、雇用する高年齢者の 65歳までの安定した雇用の確保のため、定年の定めの廃止、定 

年の引上げ、継続雇用制度の導入のいずれかの措置（「高年齢者雇用確保措置」）を講じなければな 

らない（法第 9条第 1項）。 

なお、継続雇用する場合の基準を平成 25年 3月 31日までに労使協定により締結している企業 

については、年金の支給開始年齢の引上げに合わせて、希望者全員を継続雇用する義務の年齢を 

段階的に引き上げることができる（現在は 61歳）。 

 

（注２） 中小企業とは、常時雇用する労働者が 31人～300人規模の企業で、本集計の対象は 2,242社。 
 

（注３） 大企業とは、常時雇用する労働者が 301人以上規模の企業で、本集計の対象は 182社。 

 

（注４） 65歳以上の定年の定めをしている企業、定年の定めを廃止した企業、希望者全員を対象とした 65

歳以上までの継続雇用制度を導入している企業。 
 

（注５） 70 歳以上の定年の定めをしている企業、定年の定めを廃止した企業又は 70 歳以上までの継続雇

用制度（希望者全員又は基準に該当する者を対象とする制度）を導入している企業のほか、企業の

実情に応じて何らかの仕組みで 70歳以上まで働くことができる制度のある企業。 

 

（参考） 

別添１ 「高年齢者雇用確保措置等実施状況」 

別添２ 「全国との比較」及び「高年齢者雇用確保措置導入状況の推移」 

別表１～８ その他関係資料 
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４ 定年到達者の継続雇用状況 
～継続雇用を希望したが雇用されなかった人が０．1％～ 

○ 60歳定年企業における過去 1年間の定年到達者4,473人のうち、継続雇用された人は3,786人（84.6％）、

継続雇用を希望しない定年退職者は 684人（15.3％）、継続雇用を希望したが継続雇用されなかった人は

3人（0.1％）となった。 

   

 

５ 今後の取組 

（１）高年齢者雇用確保措置の未実施企業に対する指導を強化し、早期解消を図る。 

（２）改正法上の経過措置（ 3年ごとの厚生年金支給開始年齢引上げに合わせて、その年齢以上の者に

は締結済みの労使協定基準で継続雇用対象者を限定できる）を適用している企業に対し、希望者全

員が 65歳以上まで働ける制度の導入を積極的に働きかける。 

（３）生涯現役社会実現に向けた「70歳まで働ける企業」の普及・啓発に取り組む。 



別添 １

（ ）

【３１人以上規模企業】

企業
規模

全数
31～
50人

51～
300人

３０１人
以上

計
31～
50人

51～
300人

３０１人
以上

計
31～
50人

51～
300人

３０１人
以上

導入
率

計
31～
50人

51～
300人

３０１人
以上

導入
率

計
31～
50人

51～
300人

３０１人
以上

導入
率

平成27年 2,424 898 1,344 182 41 27 14 0 2,383 871 1,330 182 98.3% 1,880 748 1025 107 77.6% 448 209 220 19 18.5%

平成26年
2,323 847 1,302 174 66 33 31 2 2,257 814 1,271 172 97.2% 1,745 693 950 102 75.1% 403 181 205 17 17.3%

前年差
101 51 42 8 -25 -6 -17 -2 126 57 59 10 1.1Ｐ 135 55 75 5 2.5Ｐ 45 28 15 2 1.2Ｐ

※２ 65歳以上の定年の定めをしている企業、定年の定めを廃止した企業、希望者全員を対象とした65歳以上までの継続雇用制度を導入している企業。

高年齢者雇用確保措置等 実施状況

群馬労働局職業安定部職業対策課

※１ 事業主は、雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用の確保のため、定年の定めの廃止、定年の引上げ、継続雇用制度の導入のいずれかの措置（「高年齢者雇用確保措置」）
        を講じなければならない（法第9条第1項）。

※３ 70歳以上の定年の定めをしている企業、定年の定めを廃止した企業又は70歳以上までの継続雇用制度（希望者全員又は基準に該当する者を対象とする制度）を導入している企業
        のほか、企業の実情に応じて何らかの仕組みで70歳以上まで働くことができる制度のある企業。

合計
確保措置未実施企業

（高齢法違反）

平成27年6月1日

高年齢者雇用確保措置の状況
希望者全員が６５歳まで

働ける企業 ※２
７０歳まで働ける企業 ※３確保措置実施企業 ※１

（比率は合計に対する導入率）

－３－
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高年齢者雇用確保措置の実施状況

前年差増減 前年差増減

確保措置実施企業 +1.1Ｐ +1.1Ｐ

うち中小企業 +1.2Ｐ +1.1Ｐ

うち大企業
（301人以上） +1.1Ｐ +0.4Ｐ

(注1)

「希望者全員が６５歳
以上まで働ける企業」

+2.5Ｐ +1.5Ｐ

（注2）

「７０歳まで働ける企
業」

+1.2Ｐ +1.1Ｐ

注１ 65歳以上の定年の定めをしている企業、定年の定めを廃止した企業、希望者全員を対象とした65歳以上までの継続雇用制度を導入している企業。

20.1%

72.5%

※31人以上の調査は平成21年より開始。

２７年 ２７年

132,318社

1,880社

15,422社

108,086社

98.2%

98.3%2,383社

182社

群馬 全国

導入率 導入率

99.2%

2,424社 148,991社

147,740社

報告企業全数

（うち中小企業2,242社、大企業182社） (うち中小企業133,554社、大企業15,437社)

※平成25年4月に制度改正(継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止）があったため、平成24年と25年の数値は単純比較できない。

2,201社

18.5%

100.0%

77.6%

99.1%

注２ 70歳以上の定年の定めをしている企業、定年の定めを廃止した企業又は70歳以上までの継続雇用制度（希望者全員又は基準に該当する者を対象
       とする制度）を導入している企業のほか、企業の実情に応じて何らかの仕組みで70歳以上まで働くことができる制度のある企業。

29,951社448社

99.9%

全国との比較

高年齢者雇用確保措置導入状況の推移

平成18年からの雇用確保措置実施済み企業の割合を表したものです。

平成18
年

19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年

全企業（31人以上） 93.4 96.1 95.2 96.7 90.2 97.2 98.3

全企業（51人以上） 82.1 91.6 95.2 95.0 97.1 96.0 97.7 91.0 97.8 99.1

31～300人 92.8 95.8 94.9 96.5 90.1 97.0 98.2

51～300人 80.4 90.7 94.5 94.4 96.8 95.5 97.5 91.0 97.6 99.0

301人以上 94.0 98.6 100.0 100.0 99.4 99.4 99.4 91.6 98.9 100.0

93.4

96.1 95.2 

96.7 

90.2 

97.2 
98.3 

82.1 

91.6 

95.2 95.0 
97.1 96.0 97.7 

91.0 

97.8 
99.1 

80

85

90

95

100

(%)

全企業（51人以上）

全企業（31人以上）
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